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令
第
三
百
十
四
号
）
（
抄
）

13



- 1 -

○

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
内
部
部
局
）

第
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

官
房
、
局
及
び
部
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

５

庁
、
官
房
、
局
及
び
部
（
そ
の
所
掌
事
務
が
主
と
し
て
政
策
の
実
施
に
係
る
も
の
で
あ
る
庁
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
実
施
庁
」
と
い
う
。
）
並
び
に
こ
れ
に

置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

６
～
８

（
略
）

（
施
設
等
機
関
）

第
八
条
の
二

第
三
条
の
国
の
行
政
機
関
に
は
、
法
律
の
定
め
る
所
掌
事
務
の
範
囲
内
で
、
法
律
又
は
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
験
研
究
機
関
、
検
査
検
定
機
関
、
文
教
研

修
施
設
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
機
関
及
び
施
設
を
含
む
。
）
、
医
療
更
生
施
設
、
矯
正
収
容
施
設
及
び
作
業
施
設
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
部
部
局
の
職
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

官
房
、
局
若
し
く
は
部
（
実
施
庁
に
置
か
れ
る
官
房
及
び
部
を
除
く
。
）
又
は
委
員
会
の
事
務
局
に
は
、
そ
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
職
又
は
課
（
課
に
準
ず
る
室

を
含
む
。
）
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
の
能
率
的
な
遂
行
の
た
め
こ
れ
を
所
掌
す
る
職
で
課
長
に
準
ず
る
も
の
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
、
職
務
及
び

定
数
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。
官
房
又
は
部
を
置
か
な
い
庁
（
実
施
庁
を
除
く
。
）
に
こ
れ
ら
の
職
に
相
当
す
る
職
を
置
く
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

５

（
略
）

〇

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

防
衛
省
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三
十
二

（
略
）

三
十
三

所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
四

防
衛
大
学
校
、
防
衛
医
科
大
学
校
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
教
育
訓
練
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

三
十
五

（
略
）

２

（
略
）
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○

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
三
十
条
の
二

こ
の
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
六

（
略
）

七

管
理
隊
員

防
衛
省
本
省
若
し
く
は
防
衛
装
備
庁
の
内
部
部
局
の
課
長
の
官
職
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
官
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
管
理
職
」
と
い
う
。
）

を
占
め
る
自
衛
官
以
外
の
隊
員
を
い
う
。

２

（
略
）

○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
（
抄
）

（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）

第
十
一
条
の
三

管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
官
職
の
う
ち
政
令
で
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
殊
性
に
基
き
、
俸
給
月
額
に
つ
き
、
政
令
で
適
正
な
特
別
調
整

額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

○

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
本
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
三
十
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
」
と
は
、
科
学
的
な
発
見
又
は
発
明
、
新
商
品
又
は
新
役
務
の
開
発
そ
の
他
の
創
造
的
活
動
を
通
じ
て
新
た
な
価
値
を
生

み
出
し
、
こ
れ
を
普
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
社
会
の
大
き
な
変
化
を
創
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

２
～
６

（
略
）

○

防
衛
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

目
次第

一
章

本
省

第
一
節

秘
書
官
（
第
一
条
）

第
二
節

内
部
部
局

第
一
款

大
臣
官
房
及
び
局
（
第
二
条
―
第
九
条
）
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第
二
款

特
別
な
職
の
設
置
等
（
第
十
条
―
第
十
条
の
四
）

第
三
款

課
の
設
置
等

第
一
目

大
臣
官
房
（
第
十
一
条
―
第
十
七
条
）

第
二
目

防
衛
政
策
局
（
第
十
八
条
―
第
二
十
五
条
）

第
三
目

整
備
計
画
局
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
二
条
）

第
四
目

人
事
教
育
局
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
九
条
）

第
五
目

地
方
協
力
局
（
第
四
十
条
―
第
五
十
条
）

第
三
節

審
議
会
等
（
第
五
十
一
条
）

第
四
節

施
設
等
機
関
（
第
五
十
二
条
）

第
五
節

特
別
の
機
関

第
一
款

幕
僚
監
部

第
一
目

統
合
幕
僚
監
部
（
第
五
十
三
条
―
第
七
十
四
条
）

第
二
目

陸
上
幕
僚
監
部
（
第
七
十
五
条
―
第
百
五
条
）

第
三
目

海
上
幕
僚
監
部
（
第
百
六
条
―
第
百
三
十
四
条
）

第
四
目

航
空
幕
僚
監
部
（
第
百
三
十
五
条
―
第
百
六
十
一
条
）

第
二
款

防
衛
監
察
本
部
（
第
百
六
十
二
条
―
第
百
六
十
五
条
）

第
六
節

地
方
支
分
部
局
（
第
百
六
十
六
条
―
第
百
六
十
九
条
）

第
二
章

（
略
）

第
一
節

特
別
な
職
（
第
百
七
十
条
）

第
二
節

（
略
）

第
一
款

長
官
官
房
及
び
部
の
設
置
等
（
第
百
七
十
一
条
―
第
百
七
十
九
条
）

第
二
款

（
略
）

第
一
目

長
官
官
房
（
第
百
八
十
条
―
第
百
八
十
六
条
）

第
二
目

装
備
政
策
部
（
第
百
八
十
七
条
―
第
百
九
十
条
）

第
三
目

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
部
（
第
百
九
十
一
条
―
第
百
九
十
五
条
）

第
四
目

（
略
）

第
五
目

調
達
管
理
部
（
第
二
百
条
―
第
二
百
三
条
）
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第
六
目

調
達
事
業
部
（
第
二
百
四
条
―
第
二
百
十
一
条
）

第
三
節

審
議
会
等
（
第
二
百
十
二
条
）

第
四
節

施
設
等
機
関
（
第
二
百
十
三
条
―
第
二
百
二
十
一
条
）

第
三
章

補
則
（
第
二
百
二
十
二
条
―
第
二
百
二
十
四
条
）

附
則

（
防
衛
研
究
所
）

第
五
十
二
条

法
律
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
施
設
等
機
関
の
ほ
か
、
本
省
に
、
防
衛
研
究
所
を
置
く
。

２

防
衛
研
究
所
は
、
自
衛
隊
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
調
査
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幹
部
自
衛
官
そ
の
他
の
幹
部
職
員
の
教
育
訓

練
を
行
う
機
関
と
す
る
。

３

防
衛
研
究
所
は
、
自
衛
隊
法
第
百
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
防
衛
大
臣
が
前
項
に
規
定
す
る
者
に
準
ず
る
者
の
教
育
訓
練
を
受
託
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
教
育
訓
練
を
実
施

す
る
。

４

防
衛
研
究
所
の
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
。

５

（
略
）

（
技
術
戦
略
部
の
所
掌
事
務
）

第
百
七
十
五
条

技
術
戦
略
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

装
備
品
等
の
研
究
開
発
に
関
す
る
制
度
及
び
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
制
度
及
び
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

三

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
資
料
及
び
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
、
管
理
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

四

装
備
品
等
の
研
究
開
発
に
関
す
る
計
画
の
作
成
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

五

装
備
品
等
に
つ
い
て
の
統
合
幕
僚
監
部
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
部
隊
及
び
機
関
そ
の
他
の
機
関
に
対
す
る
専
門
的
か
つ
技
術
的
な
協
力
及
び
助
言

に
関
す
る
こ
と
。

六

装
備
品
等
の
研
究
開
発
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

七

（
略
）

八

装
備
品
等
に
関
す
る
知
的
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九

装
備
品
等
に
関
す
る
規
格
の
制
定
に
関
す
る
こ
と
。

十

装
備
品
等
の
研
究
開
発
に
関
連
す
る
技
術
的
調
査
研
究
、
設
計
、
試
作
及
び
試
験
の
委
託
に
基
づ
く
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
科
学
技
術
に
係
る
も
の
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。
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十
二

（
略
）

（
技
術
戦
略
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
九
十
七
条

技
術
戦
略
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

技
術
戦
略
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

装
備
品
等
の
研
究
開
発
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

三

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
に
関
す
る
制
度
及
び
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
（
技
術
振
興
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四

技
術
戦
略
部
の
所
掌
事
務
に
係
る
制
度
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

六

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
科
学
技
術
に
係
る
も
の
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
技
術
戦
略
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
技
術
計
画
官
の
職
務
）

第
百
九
十
八
条

技
術
計
画
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

装
備
品
等
の
研
究
開
発
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

装
備
品
等
の
研
究
開
発
に
関
す
る
計
画
の
作
成
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

装
備
品
等
に
つ
い
て
の
統
合
幕
僚
監
部
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
部
隊
及
び
機
関
そ
の
他
の
機
関
に
対
す
る
専
門
的
か
つ
技
術
的
な
協
力
及
び
助
言

に
関
す
る
こ
と
。

四

装
備
品
等
の
研
究
開
発
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

五

装
備
品
等
の
研
究
開
発
に
関
連
す
る
技
術
的
調
査
研
究
、
設
計
、
試
作
及
び
試
験
の
委
託
に
基
づ
く
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

六

（
略
）

（
技
術
振
興
官
の
職
務
）

第
百
九
十
九
条

技
術
振
興
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

防
衛
装
備
庁
の
所
掌
事
務
に
係
る
科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
制
度
及
び
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

三

装
備
品
等
に
関
す
る
知
的
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

装
備
品
等
に
関
す
る
規
格
の
制
定
に
関
す
る
こ
と
。

五

（
略
）

（
航
空
装
備
研
究
所
）
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第
二
百
十
四
条

（
略
）

２

防
衛
大
臣
は
、
航
空
装
備
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
航
空
装
備
研
究
所
の
支
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

航
空
装
備
研
究
所
の
位
置
及
び
内
部
組
織
並
び
に
支
所
の
名
称
、
位
置
、
所
掌
業
務
及
び
内
部
組
織
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
。

（
陸
上
装
備
研
究
所
）

第
二
百
十
五
条

陸
上
装
備
研
究
所
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

火
器
及
び
弾
火
薬
類
、
施
設
器
材
並
び
に
車
両
及
び
車
両
用
機
器
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二

装
備
品
等
の
耐
弾
材
料
及
び
耐
弾
構
造
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

理
化
学
器
材
、
衛
生
資
材
及
び
個
人
装
具
に
つ
い
て
の
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

四

放
射
線
、
生
物
剤
及
び
化
学
剤
に
対
処
す
る
た
め
の
技
術
に
係
る
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

五

装
備
品
等
に
つ
い
て
の
人
間
工
学
に
係
る
考
案
、
調
査
研
究
及
び
試
験
並
び
に
規
格
に
関
す
る
資
料
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

２

陸
上
装
備
研
究
所
の
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
。

（
艦
艇
装
備
研
究
所
）

第
二
百
十
六
条

（
略
）

２

防
衛
大
臣
は
、
艦
艇
装
備
研
究
所
の
所
掌
業
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
艦
艇
装
備
研
究
所
の
支
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

艦
艇
装
備
研
究
所
の
位
置
及
び
内
部
組
織
並
び
に
支
所
の
名
称
、
位
置
、
所
掌
業
務
及
び
内
部
組
織
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
。

○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
課
長
の
官
職
に
準
ず
る
官
職
）

第
五
十
一
条
の
六

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
官
職
は
、
次
に
掲
げ
る
官
職
と
す
る
。

一

防
衛
省
本
省
の
参
事
官

二

訟
務
管
理
官

三

建
設
制
度
官

四

施
設
整
備
官

五

提
供
施
設
計
画
官

六

服
務
管
理
官

七

衛
生
官

八

防
衛
装
備
庁
の
参
事
官
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九

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管
理
総
括
官

十

革
新
技
術
戦
略
官

十
一

調
達
総
括
官

十
二

総
務
官

十
三

人
事
官

十
四

会
計
官

十
五

監
察
監
査
・
評
価
官

十
六

装
備
開
発
官

十
七

艦
船
設
計
官

十
八

事
業
計
画
官

十
九

事
業
監
理
官

二
十

装
備
技
術
官

二
十
一

技
術
計
画
官

二
十
二

技
術
振
興
官

二
十
三

（
略
）

二
十
四

原
価
管
理
官

二
十
五

需
品
調
達
官

二
十
六

武
器
調
達
官

二
十
七

電
子
音
響
調
達
官

二
十
八

艦
船
調
達
官

二
十
九

航
空
機
調
達
官

三
十

輸
入
調
達
官

三
十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
官
職
に
準
ず
る
官
職
と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
官
職

○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
（
抄
）

（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）

第
八
条
の
三

法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
指
定
す
る
官
職
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
組
織
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
官
職
と
す
る
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。
２
～
５

（
略
）

別
表
第
三
（
第
八
条
の
三
関
係
）

組
織
の
区
分

官

職

種

別

官
房
長

局
長

局
次
長

政
策
立
案
総
括
審
議
官

衛
生
監

施
設
監

報
道
官

公
文
書
監
理
官

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
審
議
官

本
省
内
部
部
局

一
種

審
議
官

参
事
官

課
長

訟
務
管
理
官

建
設
制
度
官

施
設
整
備
官

提
供
施
設
計
画
官

服
務
管
理
官

衛
生
官

統
合
幕
僚
副
長

総
括
官

部
長

副
部
長

課
長
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統
合
幕
僚
監
部

一
種

参
事
官

報
道
官

首
席
法
務
官

首
席
後
方
補
給
官

統
合
幕
僚
学
校
長

陸
上
幕
僚
副
長

部
長

課
長

陸
上
幕
僚
監
部

一
種

監
察
官

法
務
官

警
務
管
理
官

海
上
幕
僚
副
長

部
長

副
部
長

課
長

海
上
幕
僚
監
部

一
種

監
察
官

首
席
法
務
官

首
席
会
計
監
査
官

首
席
衛
生
官

航
空
幕
僚
副
長

部
長

課
長

航
空
幕
僚
監
部

科
学
技
術
官

一
種

監
理
監
察
官

首
席
法
務
官

首
席
衛
生
官
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陸
上
総
隊
司
令
部

幕
僚
長

一
種

方
面
総
監
部

幕
僚
長

一
種

師
団
長

一
種

師
団
司
令
部

副
師
団
長

幕
僚
長

二
種
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
種
）

旅
団
長

一
種

旅
団
司
令
部

副
旅
団
長

幕
僚
長

二
種

自
衛
艦
隊
司
令
部

幕
僚
長

一
種

護
衛
艦
隊
司
令
官

護
衛
艦
隊
司
令
部

一
種

幕
僚
長

航
空
集
団
司
令
官

航
空
集
団
司
令
部

一
種

幕
僚
長

潜
水
艦
隊
司
令
官

潜
水
艦
隊
司
令
部

一
種

幕
僚
長

掃
海
隊
群
司
令

掃
海
隊
群
司
令
部

一
種

幕
僚
長

護
衛
隊
群
司
令
部

護
衛
隊
群
司
令

一
種

海
上
訓
練
指
導
隊
群
司
令
部

海
上
訓
練
指
導
隊
群
司
令

一
種

航
空
群
司
令
部

航
空
群
司
令

一
種

潜
水
隊
群
司
令
部

潜
水
隊
群
司
令

一
種

艦
隊
情
報
群
司
令
部

艦
隊
情
報
群
司
令

一
種

海
洋
業
務
・
対
潜
支
援
群
司
令
部

海
洋
業
務
・
対
潜
支
援
群
司
令

一
種

開
発
隊
群
司
令
部

開
発
隊
群
司
令

一
種

地
方
総
監

地
方
総
監
部

一
種

幕
僚
長

教
育
航
空
集
団
司
令
官
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教
育
航
空
集
団
司
令
部

一
種

幕
僚
長

教
育
航
空
群
司
令
部

教
育
航
空
群
司
令

二
種
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
種
）

練
習
艦
隊
司
令
部

練
習
艦
隊
司
令
官

一
種

通
信
隊
群
司
令
部

通
信
隊
群
司
令

一
種

航
空
総
隊
副
司
令
官

航
空
総
隊
司
令
部

一
種

幕
僚
長

航
空
支
援
集
団
副
司
令
官

航
空
支
援
集
団
司
令
部

一
種

幕
僚
長

航
空
教
育
集
団
司
令
部

幕
僚
長

一
種

航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
官

航
空
開
発
実
験
集
団
司
令
部

一
種

幕
僚
長

航
空
方
面
隊
司
令
官

航
空
方
面
隊
司
令
部

航
空
方
面
隊
副
司
令
官

一
種

幕
僚
長

航
空
団
司
令

一
種

航
空
団
司
令
部

航
空
団
副
司
令

二
種

警
戒
航
空
団
司
令
部

警
戒
航
空
団
司
令

一
種

航
空
救
難
団
司
令
部

航
空
救
難
団
司
令

一
種

航
空
戦
術
教
導
団
司
令
部

航
空
戦
術
教
導
団
司
令

一
種

飛
行
教
育
団
司
令
部

飛
行
教
育
団
司
令

二
種
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
種
）

飛
行
開
発
実
験
団
司
令
部

飛
行
開
発
実
験
団
司
令

一
種

航
空
警
戒
管
制
団
司
令
部

航
空
警
戒
管
制
団
司
令

一
種

自
衛
隊
情
報
保
全
隊
本
部

自
衛
隊
情
報
保
全
隊
司
令

一
種

自
衛
隊
サ
イ
バ
ー
防
衛
隊
本
部

自
衛
隊
サ
イ
バ
ー
防
衛
隊
司
令

一
種

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊

校
長

一
種

の
学
校

副
校
長

三
種
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
種
又
は
二
種
）
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陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊

処
長

一
種

の
補
給
処

副
処
長

三
種
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
種
又
は
二
種
）

自
衛
隊
地
方
協
力
本
部

地
方
協
力
本
部
長

二
種
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
種
）

教
育
訓
練
研
究
本
部

教
育
訓
練
研
究
本
部
長

一
種

補
給
統
制
本
部
長

補
給
統
制
本
部

一
種

副
本
部
長

補
給
本
部
長

海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
補
給
本
部

一
種

副
本
部
長

校
長

一
種

自
衛
隊
体
育
学
校

副
校
長

二
種

病
院
長

自
衛
隊
中
央
病
院

一
種

副
院
長

病
院
長

二
種
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
種
）

自
衛
隊
地
区
病
院

副
院
長

三
種
（
防
衛
大
臣
の
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
種
、
二
種
又
は
四
種
）

副
監
察
監

防
衛
監
察
本
部

課
長

一
種

統
括
監
察
官

地
方
防
衛
局
長

地
方
防
衛
局

一
種

次
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

本
省
内
部
部
局
、
防
衛
大
学
校
、
防
衛
医
科
大

学
校
、
防
衛
研
究
所
、
統
合
幕
僚
監
部
、
陸
上

幕
僚
監
部
、
海
上
幕
僚
監
部
、
航
空
幕
僚
監
部

防
衛
大
臣
の
定
め
る
官
職

防
衛
大
臣
の
定
め
る
種
別

、
自
衛
隊
の
部
隊
及
び
機
関
、
情
報
本
部
、
防

衛
監
察
本
部
、
地
方
防
衛
局
並
び
に
防
衛
装
備

庁備
考

こ
の
表
に
お
い
て
「
種
別
」
と
は
、
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
が
占
め
る
官
職
を
当
該
管
理
又
は
監
督
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
高
い
も
の
か
ら
順
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に
一
種
か
ら
五
種
（
自
衛
官
に
あ
つ
て
は
、
四
種
）
ま
で
に
区
分
し
た
も
の
を
い
う
。

○

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
十
四
号
）
（
抄
）

（
試
験
研
究
機
関
等
）

第
一
条

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
項
の
政
令
で
定
め
る
機
関
は

、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

（
研
究
公
務
員
）

第
二
条

法
第
二
条
第
十
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

別
表
第
一
の
一
の
項
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
研
究
を
そ
の
職
務
の
一
部
と
す
る
も
の

二

別
表
第
一
の
二
の
項
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
研
究
所
、
研
究
部
そ
の
他
の
命
令
で
定
め
る
部
課
等
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
研
究
を
そ
の
職
務
の
一

部
と
す
る
も
の

三

別
表
第
一
の
三
の
項
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
科
学
技
術
に
関
す
る
高
度
の
知
識
を
修
得
さ
せ
る
た
め
の
教
育
訓
練
を
行
う
た
め
に
研
究
を
そ
の
職
務
の
一

部
と
す
る
者
と
し
て
命
令
で
定
め
る
も
の

２

法
第
二
条
第
十
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
別
表
第
六
教
育
職
俸
給
表
㈠
又
は
同
法
別
表
第
八
医
療
職
俸
給
表
㈠
に
定
め
る
額
の
俸
給
が
支

給
さ
れ
る
職
員
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
俸
給
表
に
定
め
る
額
の
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
職
員
及
び
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
別
表
第
二
自
衛
官
俸
給
表
に
定

め
る
額
の
俸
給
が
支
給
さ
れ
る
職
員
（
同
表
の
陸
将
、
海
将
及
び
空
将
の
欄
並
び
に
陸
将
補
、
海
将
補
及
び
空
将
補
の
㈠
欄
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

別
表
第
一
の
四
の
項
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
研
究
を
そ
の
職
務
の
一
部
と
す
る
も
の

二

別
表
第
一
の
五
の
項
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
研
究
所
、
研
究
部
そ
の
他
の
命
令
で
定
め
る
部
課
等
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
研
究
を
そ
の
職
務
の
一

部
と
す
る
も
の

三

別
表
第
一
の
六
の
項
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
科
学
技
術
に
関
す
る
高
度
の
知
識
を
修
得
さ
せ
る
た
め
の
教
育
訓
練
を
行
う
た
め
に
研
究
を
そ
の
職
務
の
一

部
と
す
る
者
と
し
て
命
令
で
定
め
る
も
の

３

（
略
）

（
国
有
施
設
の
減
額
使
用
）

第
八
条

（
略
）
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２

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
は
、
別
表
第
一
（
七
の
項
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

（
国
有
地
の
減
額
使
用
）

第
九
条

（
略
）

２

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
は
、
別
表
第
一
（
七
の
項
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

３
～
５

（
略
）

（
中
核
的
研
究
機
関
に
係
る
特
例
）

第
十
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
は
、
別
表
第
一
（
七
の
項
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
機
関
と
す
る
。

（
命
令
）

第
十
四
条

こ
の
政
令
に
お
け
る
命
令
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
二
条
、
第
三
条
、
第
八
条
第
五
項
（
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
条
第
五
項
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
命
令
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
機
関
を
所
管
す
る
大
臣
の
発
す
る
命
令

二

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
八
条
―
第
十
条
、
第
十
四
条
関
係
）

一

一

内
閣
府
経
済
社
会
総
合
研
究
所

二

警
察
庁
科
学
警
察
研
究
所

三

文
部
科
学
省
国
立
教
育
政
策
研
究
所

四

文
部
科
学
省
科
学
技
術
・
学
術
政
策
研
究
所

五

厚
生
労
働
省
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所

六

厚
生
労
働
省
国
立
保
健
医
療
科
学
院

七

厚
生
労
働
省
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所

八

厚
生
労
働
省
国
立
感
染
症
研
究
所

九

農
林
水
産
省
動
物
医
薬
品
検
査
所

十

農
林
水
産
省
農
林
水
産
政
策
研
究
所

十
一

国
土
交
通
省
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所

十
二

気
象
庁
気
象
研
究
所
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十
三

気
象
庁
高
層
気
象
台

十
四

気
象
庁
地
磁
気
観
測
所

十
五

環
境
省
環
境
調
査
研
修
所

二

一

消
防
庁
消
防
大
学
校

二

法
務
省
法
務
総
合
研
究
所

三

厚
生
労
働
省
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

四

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

三

一

気
象
庁
気
象
大
学
校

二

海
上
保
安
庁
海
上
保
安
大
学
校

四

一

防
衛
装
備
庁
航
空
装
備
研
究
所

二

防
衛
装
備
庁
陸
上
装
備
研
究
所

三

防
衛
装
備
庁
艦
艇
装
備
研
究
所

四

（
略
）

五

防
衛
装
備
庁
千
歳
試
験
場

六

防
衛
装
備
庁
下
北
試
験
場

七

防
衛
装
備
庁
岐
阜
試
験
場

五

一

防
衛
省
防
衛
研
究
所

二

自
衛
隊
中
央
病
院

六

一

防
衛
省
防
衛
大
学
校

二

防
衛
省
防
衛
医
科
大
学
校

七

一

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー

二

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

三

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局


